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施設医療から在宅ケアへの政策転換が進めら
れている中､ 生活者としての患者を内包する家

族の多様性を認め､ 家族と協働関係を結びなが
ら支援体制を確立していくことが求められてい
る｡ そのために入院時から退院へ､ さらに退院
後の在宅療養へ向けて途切れのない質の高いケ
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本研究の目的は､ 『家族看護エンパワーメントガイドライン』 を活用した家族支援専門看護師が実践した看護介入を明
らかにすることである｡ 『家族看護エンパワーメントガイドライン』 を用いて実践した経験のある家族支援専門看護師３
名を対象に面接調査を行った｡ 分析した結果､ ６つのテーマが抽出された｡ 家族支援専門看護師が実践した看護介入は､
個人－家族－地域のダイナミズムの中での家族の全体性を捉え､ 家族の肯定的側面に注目した家族自身が自らの力を信
頼できるようエンパワーメントを支える看護であった｡ また家族支援専門看護師は情緒的支援の提供を行いながら､ 家
族員間の思いのズレを捉え､ 距離を護りつつ､ 家族教育や家族関係の調整・強化等を行い､ 家族の合意形成への支援､
家族の権利､ 家族らしさを尊重した家族の意思決定を支える看護を展開していた｡ 家族支援専門看護師は､ 家族ケアの
改善のための方策を提案し､ 役割モデルとしての役目を果たしていたことが示唆された｡
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This study aimed to examine nursing interventions made using the“Family Nursing Empowerment Guidelines”
by certified nursing specialist in family health nursing. We interviewed three specialist nurses who had used
the Family Nursing Empowerment Guidelines. The interview results were analyzed and six themes were extracted.
Specialist nurses' interventions accommodated the wholeness of the family, within the dynamic that exists
between the individual, the family, and the community. Further, interventions focused on positive aspects of
the family, and supported measures that empowered families. In addition, nurses provided emotional support
while accommodating differences of opinion and perspective between family members. Nurses also educated
families, and adjusted and reinforced family relationships while maintaining a suitable distance. Overall,
nurses supported family consensus-building and decision-making, while respecting families' rights and
identity. These results suggest that certified nurses specializing in family health nursing act as role
models by proposing measures to improve family care.
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アを家族に提供していくことが急務である｡ 家
族の多様なニーズに応えていくためには､ 関係
者が緊密な連携を取り合い､ 継続的かつ総合的
な支援をすることが求められている｡ その中核
の役割を担うことを期待されているのが専門看
護師の中の家族支援専門看護師である｡
2008年に認定された家族支援専門看護師は､

患者の回復を促進するために家族を支援する｡
患者を含む家族本来のセルフケア機能を高め､
主体的に問題解決できるよう身体的､ 精神的､
社会的に支援し､ 水準の高い看護を提供するこ
とを専門性として位置づけている｡ さらに保健
医療福祉の発展に貢献し､ 併せて家族看護学の
発展をはかることを目指している｡ 家族看護の
質の向上を図っていくうえでも､ 家族支援専門
看護師の家族への看護介入を可視化し､ 普遍化
につなげていく必要がある｡
そこで､ 今回､ 『家族看護エンパワーメント

ガイドライン』 を活用して家族支援専門看護師
の看護介入を明らかにすることとした｡ 『家族
看護エンパワーメントガイドライン』 は､ 野嶋
ら (2005) によって開発された家族看護エンパ
ワーメントモデルを基盤としたガイドラインで
ある１)｡ 家族看護エンパワーメントモデルは､
家族を尊重すること､ 家族の権利を擁護し､ 家
族のための看護を展開することを第一の目標と
し､ 家族をケアの対象として捉え､ 家族自らが
もてる力を発揮し､ 健康的な家族生活が実現で
きるように､ 予防的､ 支持的､ 治療的な援助を
行うものである｡ 看護者は､ 家族がどのような
病気体験をしているのかを共感的に理解しなが
ら､ 家族の主体的な取り組みを促進し､ 支援す
る姿勢で援助関係を形成し､ さらに家族アセス
メントを行い､ 臨床判断を駆使して推論や仮説
を立てながら ｢家族像を形成｣ し､ それをもと
に11の看護介入を活用しながら看護を展開して
いくものである｡
『家族看護エンパワーメントガイドライン』

を活用した家族支援専門看護師の看護介入の特
徴を示すことは､ 最新の倫理的・理論的知に基
づいた個々の家族に応じた効果的なケアを実践
することを可能とし､ 病院及び地域での家族看
護の ｢専門性｣ ｢独自性｣ を確立していくこと
の一助になっていくと考える｡
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本研究の目的は､ 『家族看護エンパワーメン
トガイドライン』 を活用した家族支援専門看護
師が実践した看護介入を明らかにすることであ
る｡
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１. 研究協力者
研究協力者は､ 『家族看護エンパワーメント

ガイドライン』 を用いて実践した経験のある家
族支援専門看護師３名である｡

２. データ収集方法
同意の得られた家族支援専門看護師に 『家族

看護エンパワーメントガイドライン』 を臨床で
活用してもらい､ その後面接を行った｡ 家族に
対してどのような看護介入を行ったか､ さらに
看護介入によってもたらされた介入の効果とし
ての家族の変化について語ってもらった｡ 面接
時間は60～90分で１～２回の面接を行った｡ デー
タ収集期間は､ 2012年２月～８月であった｡

３. データ分析
データ分析は､ 面接内容の逐語録から 『家族

看護エンパワーメントガイドライン』 に示され
ている11の看護介入 (１.家族の日常生活, セ
ルフケアの強化､ ２.家族への情緒的支援の提
供, 家族看護カウンセリング､ ３.家族教育､
４.家族の対処行動や対処能力の強化､ ５.家族
関係の調整・強化, コミュニケーションの活性
化､ ６.家族の役割調整､ ７.親族や地域社会資
源の活用､ ８.家族の発達課題の達成への働き
かけ､ ９.家族の危機への働きかけ､ 10.家族の
意思決定の支援・アドボカシー､ 11.家族の力
の強化) の視点から分類を行った｡

４. 倫理的配慮
本研究を行うにあたり､ 参加者には研究の趣

旨および面接の方法､ 研究への参加は自由意思
による選択であり途中辞退が可能であることを
文書および口頭にて説明し､ 本人の同意を得た
上での参加とした｡ なお､ 本研究は高知県立大
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学看護研究倫理審査委員会および家族支援専門
看護師の所属する医療施設の研究倫理審査委員
会の承認を得たうえで行った｡
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家族支援専門看護師 (以下､ CNS) ３名から
得たデータを分析した結果､ 『家族看護エンパ
ワーメントガイドライン』 を活用した看護実践
として､ ６つのテーマが明らかになった｡

１. 研究協力者と語られた家族の特徴
研究協力者である３名のCNSの経験年数の平

均は６年である｡
語られた家族は､ 以下のような特徴を有する

家族であった｡
・小児脳性麻痺の子どもとともに生活する家族
で､ 主介護者である母親の負担が強くなって
いる家族

・積極的な治療介入を行っても回復の兆しが見

られない予後不良の状況にある患者の家族で
その状況を受け入れることができず､ 揺らぎ
を抱える家族

・末期がんでターミナルステージにある患者の
家族で､ 今後の治療の方向性について戸惑っ
ている家族

・くも膜下出血で倒れた母親の治療選択におい
て､ 家族間での意見の相違がみられ意思決定
できずにいる家族

・出生時に低酸素脳症に陥り､ NICUに長期に入
院していた子どもの家族で､ 後遺症として人
工呼吸器や経管栄養による身体管理の必要な
子どもの在宅療養への移行に向けて生活調整､
役割調整が必要な家族

２. データから抽出されたテーマ
本研究の結果､ 以下の６つのテーマが導かれ

た (表１)｡ なお､ 本文中のCNSが行ったエンパ
ワーメントガイドラインに基づいた看護介入の
11の視点は【 】で示す｡
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表１ 家族支援専門看護師による 『家族看護エンパワーメントガイドライン』 に基づく看護介入に関するテーマ
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患者のケア中心の生活となり､ セルフケア機
能が脆弱化している家族に対して､ 【情緒的支
援の提供】を行いながら､ 主介護者のセルフケ
アへの支援を軸として家族の生活基盤を整え､
その家族らしい生活ができるよう【家族の日常
生活, セルフケアの強化】を図る｡

家族が望むケアの継続ができるよう､ CNSは
まず精神的・身体的に疲弊している主介護者へ
のセルフケアへの援助を行うようにしていた｡
主介護者に対して､ 会う時間を決めて自らの言
葉で感情を吐露できるように支えるなどの【情
緒的支援の提供】を行いながら家族にとって看
護者が安心できる対象となるようにした｡ そし
て具体的に既往歴や持病のコントロール状況を
確認するなど身体状況を把握し､ 食事や睡眠な
どの生活リズムを確認しセルフケアのアセスメ
ントを行っていた｡ アセスメントをもとに受診
を促し､ 健康管理を家族の主体性に任せながら､
適宜体調管理の助言を行うなどセルフケアが不
足しているところを援助し【家族の日常生活・
セルフケアの強化】を行っていた｡ さらに主介
護者の体調不良により他の家族員のセルフケア
へ影響を及ぼしていることを捉え､ 支援するな
ど家族全体のセルフケアの強化を図るようにし
ていた｡

｢２～３日置きに１回ぐらいは短い時間でも
会うようにはして話を聞き､ 安心してもらえる
関係性は作っていこうと思いました｡ 言葉で辛
かったことなどを言える様な情緒的支援は積極
的に行っていきました｡ 病院にずっと奥様は泊
まられていたんですけど､ 最低限のセルフケア
いうのは守れているというのを確認して｡ その
時､ 奥さんが ｢しんどくはあるけど､ ここで寝
泊まりしながら傍に居たい｡ 離れたくない｣ っ
ていう事を言われて､ じゃあ､ それでいきましょ
うって｡ そのかわり私も奥さんがしんどそうに
していたら健康管理に関することは言いますねっ
て｡ お母さんのことを心配していた息子さん自
身もストレス状況にあって無理しないように言
葉をかけるようにしていました｡｣
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現状認識のずれから今後のケアの方向性が見
いだせなくなっている家族に対して､ 【情緒的
支援の提供】を行いながら､ 個々の病気の捉え
を確認しつつ､ 家族全員に対して疾患と症状の
理解を中心とした【家族教育】を行い､ 共通理
解を図るとともに､ 現状認識のずれを家族が意
識できるように【家族関係の調整・強化､ コミュ
ニケーションの活性化】を図りながら､ 家族の
合意形成を支え､ 【意思決定やアドボカシーの
支援】を行う｡

CNSはまず､ 一人で問題を抱え戸惑っていた
長女に対し､ 患者の望まない姿にしてしまった
のは自分ではないかとの家族の思いを傾聴し､
受け止めるようにした｡ そして､ 家族の決断に
対して肯定的フィードバックするなど【情緒的
支援の提供】を行い､ 家族が現状を迷いながら
でも受け入れながら進んでいけるように働きか
けた｡ また､ 家族間ですれ違いのある患者の治
療の方向性について､ 家族で結論を出せるよう
に､ 直面する選択への迷いに付き合いながら､
家族自身で捉えのずれに気づき､ 病気に対して
誤解している点についてのずれを修正できるよ
うに支援した｡ 治療に関する意思決定を行うた
めに必要な病状や治療の説明を行うなど【家族
教育】を医師や病棟看護師長等と連携して行い､
そうした支援がずれの修正につながるように働
きかけ､ 【家族関係の調整・強化､ コミュニケー
ションの活性化】を図っていた｡ そして緊急時､
家族が安心して頼れるように家族と看護者との
相互の信頼関係を築き､ 問題に即応できるよう
にしていた｡
さらに､ 医師から家族に病状説明してもらい､

病状への現状認識ができるよう支援し､ 新たに
生じた治療についての疑問に対して応えること
で､ 家族が意思決定できるように準備を整えて
いった｡ その中で､ 家族員の関係性の悪化を防
ぐよう､ ともに現状を共有できるような場を設
けるようにした｡ また患者の希望について共通
認識や共通理解を図るよう働きかけ､ 家族のペー
スをつかみ､ 家族で意思決定できるように調整
し､ 家族の【意思決定やアドボカシーの支援】
を行っていた｡
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｢ご家族のペースで考えることが出来て､ 周
りでサポートしてもらう様に調整していくよう
にしました｡ 一番はお姉さんが､ 切羽詰まって
きているところに､ やっぱり妹さんと一緒に決
めるようにしましょうと｡ そういう意味ではやっ
ぱり一人では決められない重責みたいなのが緩
和はできたかなとは思うんです｡｣
｢なぜ気管切開をしなければいけないのかと

いうことはまず理解してもらって｡ ごきょうだ
いの迷いは､ 今の状態を母親が望んでいない姿
にさせているんじゃないかっていうところだっ
たので､ 師長と私で話して､ 休みの日でも面会
してもいいですよと患者さんの傍に近づけるよ
うな働きかけをして､ そういう意味で現状認識っ
ていうのが進んで行ったんだろうなと｡｣
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在宅療養への移行に取り組む家族に対して､
病気やケアについて【家族教育】を行いながら､
【家族の対処行動や対処能力の強化】､ 【親族
や地域社会資源の活用】を支えることで､ 家族
の準備性を整え､ 特定の家族員への役割過重が
生じないよう【家族の役割調整】を図る｡

医療的ケアを必要とする子どもの在宅移行に
向けて､ CNSは家族に対してこれから先の希望
を確認しながら､ 家族が取り組める具体的方法
について提案するなど【家族教育】､ 【家族の
対処行動や対処能力の強化】を行った｡ 両親が
子どもとの接触に慣れてきた頃を見計らって､
早期からケアに参画することで親役割を自覚で
きるように支援するなど､ 発達的危機を乗り越
えるために各家族員の役割を明確化し､ 支える
ようにした｡ 特定の家族員が役割過重に陥って
いないかをアセスメントし､ 他の家族員に協力
を求め､ 役割を共有するように促し【家族の役
割調整】を行った｡ また自宅の状況や環境に応
じたケアの方法を検討し､ ケアへの参加を促す
など今後のことがイメージできるように働きか
けた｡
できていることへの肯定的なフィードバック

を行うことで､ 家族が自分たちの力で対処でき
ていることに気づけるように働きかけ､ 自信と
意欲を育んでいった｡ また､ 家族のこれまでの

頑張りを認め､ 労いながら､ 家族の疑問にその
場で対応していった｡ さらに家族のニーズを明
確にし､ 家族に必要な社会資源を提案するなど､
【親族や地域社会資源の活用】を支援していく
ようにした｡

｢お家の状況とかお家の環境をお聞きした上
でそれにマッチする様な形でケアが進めていた
だける様に､ 手技をお話して手技を獲得してい
ただくようにしていました｡ お子さんの状態も
不安定だったので､ 何か手技をする事によって
状態が落ちたりとかいう時も時々あったんです
よね｡ それを近くで見られると不安に思われた
りとかという事も特にお母さんはあったんです｡
それに対して､ 私たちも決してネガティブな体
験に留めずにそれに前向きに対処して頂ける様
にお話をしながら､ また一緒になって取り組ん
でいきながらケアしていきました｣
｢お母さんが育児等々､ お子さんがお家に帰

るに当っても大変になると想定がされていて､
役割過剰がそこに見える､ 働くんじゃないかっ
ていう風に予想されたので､ その役割過剰をな
るべく小さくするにもお父さんとも話し合いは
していただいて､ どこまでがやれてどこまでが
やれないのかっていう､ 摺り合わせをするのは
退院をするまでにしていただくようにしました｡
訪問看護の導入についても提案して､ ご家族の
ニーズをはっきりさせながら､ この看護師さん
に何をして頂けるかどうかの調整を､ ご家族と
の間で､ きちっとお互いに条件を突き合わせな
がら､ できる可能性を模索しました｡｣
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患者の予後を受け入れることができない家族
に対して､ 家族内で支援が必要な家族員を見極
め､ 【情緒的支援の提供】を行いながら､ 家族
全体を視野にいれて､ 納得のいく看取りができ
るように【家族関係の調整・強化､ コミュニケー
ションの活性化】､ 【家族教育】を行う｡

手術後､ 予期せぬ急変により予後不良である
ことがわかった患者の状況を受け入れることが
できない家族に対して､ CNSは家族全体を見渡
し家族内で支援を要する家族員を見極めるよう

高知女子大学看護学会誌第40巻第２号 (2015)

― 67 ―



にしていた｡ 患者のそばを離れていた時に急変
したこと､ そのことを他の家族員に追求された
ことに対して自責の念を抱く家族員に対して､
思考にリフレーミングが起こるような投げかけ
をしたり､ 労をねぎらい､ できていることを保
証するなど【情緒的支援の提供】を行っていっ
た｡ キーパーソンである家族員の心情を推し量
りながら､ 家族が今直面していること､ これか
ら直面することが予測されることについて､ 家
族で共有し､ 【家族関係の調整・強化､ コミュ
ニケーションの活性化】を図りながら､ 納得で
きる看取りに向かえるよう働きかけた｡ また､
今後予測されることをあらかじめ伝えておくな
ど､ 【家族教育】を行うことで【家族の力の強
化】を図るようにした｡ そして､ 家族の力を見
極めながら､ 家族の置かれた状況と対応策につ
いて共有するようにしていった｡

｢奥様の自責感が軽減できるように､ 少し視
野や視点を変える投げかけをしてみると反応が
返ってきて｡ 今家族がどんなことに直面してい
るのかということや､ これから家族に起こり得
ることはこんなことがあるっていうことは､ 息
子さんと共有し､ それに対してどういう関わり
をご家族でやっていきますか､ ということを話
しました｡ 息子さんがご家族の今までの絆だっ
たり､ 取り組み方を言ってくれたので､ ご家族
の中でやっていけるなって思いました｡｣

������

今後の療養のあり方についてゆらぎを抱える
家族に対して､ 家族が主体となって納得して今
後のことを意思決定できるように､ 個人－家族－
地域のダイナミズムの中での家族の全体性を捉
え､ 基盤にある【家族の力 (の強化)】を見極
め､ 強化しながら､ 【家族の危機への働きかけ】
【家族関係の調整・強化､ コミュニケーション
の活性化】を図り､ 【意思決定やアドボカシー
の支援】を行う｡

CNSは､ 家族の気持ちをほぐしながら､ 病気
に対する捉えを確認し､ 自らの思いを言葉で語
ることを支えるようにした｡ ありのままの思い
を捉え､ 思いの背景にある真のニーズを推察す

るようにした｡ また家族の内在する力を見積も
りながら､ タイミングを逃さず､ 現状認識を促
すように働きかけた｡
また､ 社会資源を受け入れられず､ 障がいの

ある子どもの介護を一人で担い､ ストレスが強
く､ 今後の療養生活のあり方にゆらぎを抱えて
いる母親に対して､ ストレス状況が理解できる
よう説明し､ ストレスの気づきを促すよう【危
機への働きかけ】を行っていた｡ そして､ 現状
を認識したうえで､ どうしたいのかを決められ
るように､ 家族に内在する力を尊重し､ 活かし
ながら､ 自らの苦悩やニードを表現できる機会
を設け､ 自らどうしたいのかを投げかけ､ 【意
思決定の支援】を行っていた｡ 家族が納得しな
がら､ 主体的に意思決定し､ 問題解決を図れる
ように支えた｡ また､ 特定の家族員のみの決定
になっていないか､ 家族で十分話し合いが行わ
れているかどうかをモニタリングし､ 【家族関
係の調整・強化､ コミュニケーションの活性化】
を図りながら､ 家族の意思決定での取り組みと
して行うことを支えていた｡ また家族も地域の
中でどのように生活していきたいのかという思
いを伝えられるよう､ 家族と多職種とともに家
族の生活を考える場を設けた｡ 患者・家族がど
のような体験をしているのかを支援者間で理解
を図り､ 家族の強みと弱みをふまえ､ 家族を含
めたチームとして今後の方向性について検討を
行った｡

｢お母さん自身の力の見積もりについては､
本当によくやっているということです｡ お母さ
んの力でどうしたいかって出せて進めるお母さ
んなんです､ その力も十分あるんです｡ 子ども
の心の変化とか話される｡ それはお母さん自身
の気持ちの反映のことが多くて､ 子どものSOS
という表現の形を取りながら実はお母さん自身
の心の中のSOSだと受け止めています｡｣
｢担当者会議の場でもこの方向で行こうと保

健師さんと打合せして､ お母さんが今の現状を
認識してどうしたいかっていうのを決められる
様に声を掛けたんです｡ お母さん自身が自分で
置かれている状況や思いを言葉にできるところ
は支えたかったのでアドボカシーの支援と思っ
て関わりました｡｣
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｢節目節目の状況が変わった時に､ ｢お父さ
んとはその時話し合ったりした？｣ とか ｢どう
いう風に話し合って２人で決めてった？｣ とか､
意図的に声掛けたら､ お子さんに起こる問題に
対しては夫婦で話し合って一応決めていけてい
るんです｡ その辺りとかも見ながらモニタリン
グしつつ見ていこうと行っています｡｣
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家族の【意思決定やアドボカシーの支援】に
おいて､ 役割モデルとなり､ 病棟スタッフに対
して家族のポジティブな見方への転換を支援し
ながら､ 支援の方向性を多職者と共有し､ 病棟
全体の家族支援体制を創り､ 強化を図る｡

CNSは､ 家族の主体性を尊重し家族支援にお
いて組織で関わることの重要性を認識し､ 自ら
が家族ケアの実践を行うだけでなく､ スタッフ
の後方支援を行うようにしていた｡ 多職種を含
めたサポート体制を整え､ 適宜ソーシャルワー
カーの相談役にまわるようにするなど､ スタッ
フやソーシャルワーカーの家族看護への助言を
行いながら､ 【家族の意思決定(への支援)】を
後方から支えるようにしていた｡
また､ 家族がスタッフにとって困った家族に

ならないよう､ 家族がなぜそのような状態にあ
るのかをスタッフが理解できるように示し､ 家
族に対してマイナスの捉えをしないように方向
付けるように家族の病気体験の理解を促してい
た｡ 家族に対しては､ スタッフを巻き込みなが
ら､ できない家族でなく､ できる家族として周
りから認められるよう家族の力を引き出すかか
わりを行っていた｡ CNSは､ 自らの家族看護の
実践機能を発揮しながら､ 病棟スタッフの家族
に対してのポジティブな見方への転換を支え､
家族の力を引き出すかかわりを多職種とともに
実践し､ 役割モデルを果たしていた｡

｢私が一人で関われる限界もあるし､ やっぱ
り病棟は病棟でやってもらわなくちゃいけない
だろうし､ 最初だけは一緒に面談してつないで､
その後何かあったら声を掛けてねっていうこと
は､ スタッフやソーシャルワーカーにも言って…
後方支援みたいにしていますかね｡ ご家族の状

況の説明には受け持ちスタッフにも入ってもらっ
ていました｡｣
｢今回のケースも決められない家族で終わっ

てしまったら､ 困った家族になっていたと思う
んですけど､ 何故今決められないかという事を
ちゃんと周りの人に理解してもらい､ 決められ
る状況を作るまで待つっていうことを調整するっ
ていうのが､ 私の今回は一番大きな介入でした｡
療養先の病院を探す時も２人でということが自
然に出来る様になったのかなと思う｡｣
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CNSは､ 健康問題を抱える家族に対して､ 家
族と看護者との援助関係の形成を礎としながら､
家族をひとつの集団として捉え､ 家族アセスメ
ントを行い､ 介入が必要な家族の問題を瞬時に
判断し､ 家族像を形成し､ それに基づき11の看
護介入を実践していた｡
ここでは､ CNSの看護介入の特徴としてみら

れた以下の４つの視点から考察する｡

１. 個人－家族－地域のダイナミズムの中での
家族の全体性を捉え､ 支える看護
本研究のテーマ５にみられるように､ 家族員

個々の思いから他の家族員を含めた家族全体の
思いの理解につなげ､ 家族全体の支援につなげ
ていた｡ また地域での生活を視野に入れ､ 地域
の中での家族を捉え､ 看護介入の方向性を導い
ていた｡ すなわち､ CNSは､ 家族看護の実践に
おいて常に個人－家族－地域のダイナミズムの
なかで家族を捉え､ 地域に内包された家族の全
体性を捉える視点を持って看護介入の方向性を
見定めていると言える｡
家族看護学において家族を ｢個人－家族－地

域社会｣ のダイナミズムのなかで理解すること
が不可欠であり１)､ 家族を支援するうえで個々
のニーズや家族員間の関係性､ 地域の中での個
人や家族のあり様を捉え､ 尊重していくことが
重要である２)｡ とくに今後の療養生活や治療の
方向性を決定しなければならない状況にある家
族を支援する場合には､ 家族員個々の多様な価
値観を捉えながら､ 個人－家族－地域の中で家
族を捉え､ 支えていくことが必要となる｡ CNS
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は､ 家族システム全体を支援する視点を軸にも
ちながらも､ 意図的に家族員､ 二者関係､ 家族
システムという視点から体験を捉え､ 援助の視
点を柔軟に変換させながら看護介入を行ってい
たと言えよう｡
またテーマ１やテーマ４の家族にみられるよ

うにCNSは､ まず家族全体を見渡し､ 最も援助
が必要だと捉えた家族員を中心に看護介入を行っ
ていた｡ 同時に他の家族員や家族全体にも目を
向け､ その思いや状況を捉えながら援助の必要
性､ 方向性を見極め､ 看護を展開していた｡
Conradは看護のアートを直感､ 知識､ 経験を

結び合わせることと述べている３)｡ また家族シ
ステム全体を捉える視点を持ち続けることは､
家族エンパワーメントモデルにおいて家族との
援助関係の形成において基盤になるものであ
る４)｡ CNSは､ まさに家族支援専門看護師として
のアートを携え､ 目の前の家族に関心と思いを
注ぎ､ 援助関係を形成しながら､ 個人－家族－
地域の視点から家族全体を捉え､ 今何を思い､
何を望んでいるかをキャッチし､ 看護介入につ
なげていたと考える｡

２. 家族の肯定的側面に注目し､ 家族のもつ力
を信じ､ 家族自身が自らの力を信頼できるよ
うエンパワーメントを支える看護
本研究のテーマ５にみられるように､ CNSは､

常に家族のもつ力を信じ､ 強化するようにして
いた｡ またテーマ１においても､ 健康管理を家
族の主体性に任せるようにしていた｡ エンパワー
メントとは､ 自らの力を ｢できる｣ と信じ､ よ
り良い方向に向かって自発的に取り組むことを
目指すものであり､ ｢その人らしく生きること｣､
｢主体的に生きること｣ である｡ 家族看護エン
パワーメントモデルにおいても､ ｢家族は自分
で決定し､ 家族の福利のために行動する能力を
有している｣ ことを基本的な考え方としている｡
CNSの看護介入は､ 家族のもつ力を活かすこと
を重視し､ 家族個々の肯定的側面に注目した援
助であると言えよう｡ そして､ テーマ２やテー
マ３の家族においても､ 家族に対してできてい
ることへの肯定的フィードバックを行うなどの
【情緒的支援の提供】がなされている｡ 介護を
担う家族において認められていることの確信､

自信の獲得を支える看護は介護継続意思や強み
の強化につながる重要な看護援助である５)｡
とくに､ 今後の介護の方向性を見出すことが

できず､ 療養生活へのゆらぎのある状況におか
れた家族においては､ 家族が自らの潜在的な強
みに気づき､ 新たな問題解決に向かう力につな
がっていくよう､ 家族の肯定的側面を強化して
いくことが重要であると考える｡ 家族自身が､
｢自分はできる｣ ｢やっていける｣ と自らの力を
信頼できるように支え続ける視点は､ CNSの強
みを瞬時に捉える看護介入の特徴であり､ 家族
をエンパワーメントする重要な看護介入である
と考える｡

３. 家族員間の思いのズレを捉え､ 距離を護り
つつ､ 家族の合意形成を支え､ 家族の権利､
家族らしさを尊重した家族の意思決定を支え
る看護
在宅療養における意思決定においては､ より

よい療養に受けて選択肢を見出し､ １つの方向
に考えを取りまとめていく必要がある６)｡ しか
し､ 症状に対しての家族員での認識のずれによ
る関係性の不協和が生じやすく､ 家族全体が合
意した決定をすることが困難な場合も多い５)｡
そうした家族に対して､ 病気や治療によって生
活にどのような影響が生じるのかを明確にし､
家族とともに問題を共有し､ 今後の方向性につ
いて､ 家族が納得した意思決定を行っていくこ
とができるよう支援していくことが重要となる｡
本研究のテーマ２にみられるように､ CNSは､

家族員個々の病気の捉えを確認しつつ､ 家族全
員に対して疾患と症状の理解を中心とした家族
教育を行い､ 共通理解を図るようにしていた｡
そして､ 現状認識のずれを家族が意識できるよ
うに､ 家族関係の調整､ コミュニケーションの
活性化を図りながら､ 意思決定の支援を行って
いた｡ 常に家族のもつ力､ 価値観を尊重しなが
ら､ 今ここでの最善の意思決定が主体的にでき
るように､ 家族の意思決定を支援していたと考
えられる｡
また､ テーマ５の家族にみられるように､ CNS

は意思決定の支援の場で､ 家族のニーズを表出
できるよう支えながら､ 家族として自己決定で
きるよう支援していた｡ アドボカシーは､ 単に
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｢代弁する｣ ｢その人の立場に立つ｣ ことを意
味するのではなく､ 家族の要望を可能な限り自
ら実現できるように､ 側面から支える姿勢を意
味する｡ その人の価値をもとにした自己決定､
ニーズを尊重したかかわりが不可欠である７)｡
CNSも家族員個々､ また家族全体の力を見極

めた上で､ ともに歩み､ 自己決定する権利を護
るようにしていた｡ そして個のニーズに配慮し､
家族全体として納得した意思決定を行うことが
できるよう､ 合意形成を図りながら､ 家族が主
体となる意思決定の支援を行っていると言える｡
すなわち､ 個のニーズと家族全体のニーズが競
合して不一致があるときに､ 家族自らが家族全
体に起こっている状況に気づき､ 家族内で状況
共有や相互理解を深め､ 家族の合意を自ら導き
出していけるように､ 家族とともに伴走する姿
勢をもって看護介入を行っていると考える｡ そ
の姿勢を基盤とした看護介入が､ 家族の潜在的
な力をもエンパワーメントすることにつながっ
ているのではないだろうか｡

４. 家族ケアの改善のための方策を提案し､ 役
割モデルとしての力の発揮
家族看護という概念が看護の現場に浸透する

に従って､ 家族への支援を看護者の重要な役割
として捉える看護者は増えてきている｡ しかし､
家族への支援の大切さを認識しながらも､ 家族
との接点がもちにくい､ あるいは家族の全体像
が見えず､ どのタイミングで､ 誰にどのように
関わったらよいのかわからないというジレンマ
を抱く看護者も多い７)｡ とくに家族の意思と患
者の意思､ 家族間の意思が相反する場合には､
倫理的問題を含んでいることも多く､ 看護師は
ジレンマを抱きやすい８)｡ また退院支援におい
ても家族全体が合意した決定ができず､ 支援に
おいてジレンマを抱えることが指摘されている９)｡
そうした状況の中でこそ､ 家族の判断の基には
何があるのか､ 個々のニーズを引き出しつつ､
専門職としての看護者としての考えも提示しな
がら互いの合意を得ていくことが重要となる｡
本研究のテーマ６にみられるように､ どのよ

うなアプローチをすればよいのかわからない状
況にある病棟の中で､ CNS自らが家族看護の実
践を行うだけでなく､ 役割モデルとなっていた｡

家族支援においては､ チームの協力体制が不可
欠である｡ しかし､ チーム内でも家族に対する
関心の向け方には温度差があり､ 家族支援の考
え方も相違がある｡ 病棟全体の中に家族支援の
重要性を位置づけ､ 組織としてどのように戦略
的に取り組むかをCNSが意図的に考え､ 家族の
力を引き出すかかわりを多職種とともに実践し､
役割モデルを果たしている｡ 家族支援にかかわ
るあらゆる専門職を視野にいれ､ その能力が活
かされるような役割モデルとしての力を発揮し
ていたと考えられる｡
Hamricは､ 専門看護師に必要な技術・能力と

して､ 役割モデルをあげている10)11)｡ 本研究に
おいても､ CNSは自らの専門性を発揮すること
で､ チームとしての力を高め､ 病院全体の家族
支援の質の向上につなげていたと言えよう｡
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本研究において､ 家族支援専門看護師３名に
よる家族に対する 『家族看護エンパワーメント
ガイドライン』 を活用した看護介入が導かれた｡
今後は､ さらにさまざまな健康課題を有する家
族への家族支援専門看護師の 『家族看護エンパ
ワーメントガイドライン』 を活用した看護介入
を明らかにし､ 家族支援の質の向上につなげて
いきたいと考える｡ また多様な領域の専門看護
師による ｢家族看護エンパワーメントガイドラ
イン｣ の臨床への導入を試み､ 臨床での活用可
能性を拡げるよう検討していきたいと考える｡

� �

本研究にご協力いただきました研究協力者の
皆様､ 各施設の皆様に心より感謝申し上げます｡
本研究は文部科学省科学研究費補助金基盤研究
Ａ (課題番号22249070) の助成を受けて行った
ものである｡
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